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＝ あなたや家族の方あなたや家族の方々ガ国民健康保険で受診され
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月に医療機関等の診療でかかった費用の額等をお知らせ
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この通知の内容に関する問合せ先
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〈ご案内は内側にあります。）



医療費のお知らせ（医療費通知）

　

このお知らせは、あなたの世帯で国民ｆ遡康保険に
加入してし、る方が、医療機関等の診療でかかった費

用の額等をお知らせするものです。
ただし、受診を抑制するものではありませんの

で、健康管理には十分注意し、適正な受診に心掛け
ましょう。

交通事故で治療を受けるときは

　　

国保へ届け出を！

○国保に加入してし、る方が、交通事故など第三者の行

　

為によってケガなとをしたときも、国保を使って治

　

癒を受けることができます。
０ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則で

　

すので、国保が一時的に立て替え、あとで加害者に

　

請求します。
○国保を使って治療を受けるときは、必す速やかに市

　

町の国保の窓□に届け出をしましょう。
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１本医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細轡として使用することができます。
なお、医療費控除の対象となる支出で、本医療費通知に記載されていなし、ものがある場合には、別途領収書に基づし、て「医療費控除の明細
番」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。（この場合、医療費領収寮は確定申告期限から５年間保存する必要
があります。）
２「医療費の総額」には、全額（自己負担相当額と保険負担額の合計）が記載されています。
３「支払った医療費の額」には、自己負担相当額が記載されてし、ます。なお、「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる
場合（公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、癌餐炎、出産育児一時金、高額療養費がある場合など）があります。こうした場
合には、例えば、「支払つた医療費の額」欄に記蛾の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告し、ただく必要があり
ます。また、医療機関等からの請求遅れのため、医療費通知に記戦されてし、なし、場合があります。
４医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
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①過去のご自身のデータに基づき適切

でより良い医療が受けられる

医療機関等にてマイナンバーカードで受
付し、情報提供に同意すると、過去に処方さ
れたお菜や特定健診等の情報を口頭で伝え
ることなく、お医者様等と共有できます。

最遅

マイナンバーカードを健康保険証として使ってみましょう

１１主なメリット１

②手続きなしで高額療養費の限度額を

　

③マイナポータルで確定申告時に医療

超える支払いが免除される

　　　　　　　

蜜控除が簡単にできる
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医療費等が高額となった場合、「限度額適用
認定証」等の申請手続きがなくても、公的医
療保険が適用される診療等に対しては限度額
を超える分について、一部負担金（感，者負担
分）を支払う必要がありません。
※保険料（税）の滞納がある

１眼度鞘施用認定避Ｉ

糖…
場合や所得確認ができな
い場合等、一部免除されな
いことがあります。

マイナポータルで医療費通知情報の管理
が可能となり、医療費の領収書を管理・保管
しなくても、マイナポータルとｅ‐Ｔａｘに連携
することでデータを自動入力でき、確定申告
時の医療費控除申請が簡単になります。
なお、操作方法

　　　　　 　せください。
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両端の矢印の冨胃！為 龍も２雷・てくださいｏ


